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○那珂市自治活動施設建設費等補助金交付要項 

平成２０年５月１日 

告示第５０号 

改正 平成２０年１１月２８日告示第１１９号 

平成２３年３月１０日告示第３１号 

平成２３年１０月３１日告示第１１３号 

（趣旨） 

第１条 この要項は、市民が自主的意欲によって行う自治活動に必要な自治活動施

設（以下「自治施設」という。）を建設し、又は補修する場合に、その経費の一

部を補助することにより、市民の地域における連帯意識の高揚と自治活動の振興

を図り、もって市民と行政との協働のまちづくり推進の一助とするため、那珂市

補助金等交付規則（平成１３年那珂町規則第１９号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。 

（１） 自治施設建設事業 自治施設の新築又は改築 

（２） 自治施設整備事業 自治施設の増築又は補修 

（３） 自治施設賃借事業 自治施設の賃借 

（４） 自治施設既設建物取得事業 既設建物（中古物件）の取得 

（補助対象となる自治施設） 

第３条 当該補助金の補助対象となる自治施設は、次に掲げる条件を満たすものと

する。 

（１） 市民生活の向上や芸術文化の振興、福祉の増進等公正な自治活動を進め

るための場として使用する施設であり、かつ、地域内の市民ばかりでなく、近

隣市民の利用にも開放されていること。 

（２） 適正な管理運営ができる組織体制が整備されている施設であること。 

（３） 原則として３０戸（世帯）以上の地域を１単位として設置する施設であ

ること。 

（４） おおむね５０平方メートル以上の延床面積があること。 

（自治施設建設事業） 

第４条 自治施設建設事業の対象となる経費は、次のとおりとする。 

（１） 自治施設の新築及び改築に要する本体工事費及び設備工事費（電気、ガ

ス、給排水、冷暖房施設等） 

（２） 自治施設を供用するに当たって必要不可欠な付帯工事費（駐車場、合併

浄化槽等） 

２ 自治施設建設事業の補助金の額は、事業費の２分の１を超えない範囲で市長が

定める額とする。ただし、補助金の最高限度額は８００万円とし、１,０００円未

満の端数はこれを切り捨てるものとする。 

（自治施設整備事業） 

第５条 自治施設整備事業の対象となる経費は、第３条に規定された自治施設の増
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築及び１件１０万円以上の補修に要する経費とする。 

２ 自治施設整備事業の補助金の額は、事業費の２分の１を超えない範囲で市長が

定める額とする。ただし、補助金の最高限度額は２００万円とし、１,０００円未

満の端数はこれを切り捨てるものとする。 

（自治施設賃借事業） 

第６条 自治施設賃借事業の対象となる経費は、住宅、店舗等の不動産賃借に要す

る経費とする。 

２ 自治施設賃借事業の補助金の額は、事業費の２分の１を超えない範囲で市長が

定める額とする。ただし、補助金の限度額は月額５０,０００円とし、１,０００

円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。 

３ 自治施設賃借事業は、１１年間以上継続しての交付は受けることができない。 

（自治施設既設建物取得事業） 

第７条 自治施設既設建物取得事業の対象となる経費は、次のとおりとする。 

（１） 既設建物の取得に要する経費 

（２） 自治施設を供用するに当たって必要な第４条第１項第１号及び第２号に

規定する経費 

２ 自治施設既設建物取得事業の補助金の額は、事業費の２分の１を超えない範囲

で市長が定める額とする。ただし、補助金の限度額は８００万円とし、１,０００

円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。 

（補助金の申請） 

第８条 規則第３条第３号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げ

る書類とする。 

（１） 自治施設建設事業 

ア 見積書の写し 

イ 設計図書の写し 

ウ 設計図（配置図・平面図・立面図） 

エ 請負契約書の写し 

オ その他（建築確認済証の写し等） 

（２） 自治施設整備事業 

ア 見積書の写し 

イ 増築、補修箇所の現況及び増築、補修後の写真 

ウ 増築箇所の設計図（配置図・平面図・立面図） 

エ 請負契約書の写し 

オ その他（増築、補修予定箇所がわかる図面等） 

（３） 自治施設賃借事業 

ア 賃貸借契約書の写し 

イ その他（賃貸物件の間取り等） 

（４） 自治施設既設建物取得事業 

ア 売買契約書の写し 

イ その他（購入物件の間取り等） 
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（補則） 

第９条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要項は、公布の日から施行する。 

（那珂市公民館類似施設建設補助交付要項及び那珂市公民館類似施設の維持管理

費の一部補助交付要項の廃止） 

２ 那珂市公民館類似施設建設補助交付要項（昭和４９年那珂町要項第１号）及び

那珂市公民館類似施設の維持管理費の一部補助交付要項（昭和４９年那珂町要項

第２号）は、廃止する。 

（東日本大震災に伴う平成２３年４月１日から平成２４年１月３１日までの特

例） 

３ 東日本大震災により半壊以上の被害に遭った自治施設については、第４条第２

項中「２分の１」とあるのは「３分の２」に、「８００万円」とあるのは「１,

２００万円」とする。 

４ 東日本大震災により被害に遭った自治施設については、第５条第２項中「２分

の１」とあるのは「３分の２」に、「２００万円」とあるのは「５００万円」と

する。 

附 則（平成２０年告示第１１９号） 

この要項は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年告示第３１号） 

この要項は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年告示第１１３号） 

この要項は、公布の日から施行し、改正後の那珂市自治活動施設建設費等補助金

交付要項の規定は、平成２３年４月１日から適用する。 

 


